
議案  第６号  

 

令和７年度うきは市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）  

 

令和７年度うきは市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。  

 

（歳入歳出予算の補正）  

第１条   歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  ４，５８９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ  ６１２，８０２千円とする。  

２   歳 入 歳 出 予 算 の 補 正の 款 項 の 区 分 及 び当 該 区 分 ご と の 金額 並 び に 補 正 後 の歳 入 歳 出 予 算 の 金額

は、「第１表   歳入歳出予算補正」による。  

 

（繰越明許費）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越し

て使用することができる経費は、「第２表  繰越明許費」による。  

 

 

 

 

        令和８年２月２７日提出  

 

                                              う き は 市 長  権 藤  英 樹 
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第１表　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 420,377 18,983 439,360

 1 後期高齢者医療保険料 420,377 18,983 439,360

 3 繰入金 185,790 △15,843 169,947

 1 他会計繰入金 185,790 △15,843 169,947

 5 諸収入 1,018 1,449 2,467

 4 雑入 15 1,449 1,464

608,213 4,589 612,802

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

後期高齢者医療事業特別会計
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     歳        出 (単位：千円)

款 項

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 582,421 5,615 588,036

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 582,421 5,615 588,036

 4 予備費 3,026 △1,026 2,000

 1 予備費 3,026 △1,026 2,000

608,213 4,589 612,802

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

後期高齢者医療事業特別会計
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金 額

１. 総務費 ２． 徴収費
徴収費
システム改修委託料

１，４８５ 千円

第 ２ 表 繰 越 明 許 費 補 正

款 項 事 業 名
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１．総括         後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

歳　入 (単位：千円)

款

 1 後期高齢者医療保険料 420,377 18,983 439,360

 3 繰入金 185,790 △15,843 169,947

 5 諸収入 1,018 1,449 2,467

608,213 4,589 612,802

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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歳　出 (単位：千円)

款

 2 後期高齢者医療広域 582,421 5,615 588,036 5,615

連合納付金

 4 予備費 3,026 △1,026 2,000 △1,026

608,213 4,589 612,802 4,589

そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債
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２．歳入
（款）   1  後期高齢者医療保険料

（項）   1  後期高齢者医療保険料 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 特別徴収保険料 277,559 △4,623 272,936  1 現年度特別徴 △4,623 特別徴収保険料

収保険料

 2 普通徴収保険料 142,818 23,606 166,424  1 現年度普通徴 23,606 普通徴収保険料

収保険料

計 420,377 18,983 439,360

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

後期高齢者医療事業特別会計
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（款）   3  繰入金

（項）   1  他会計繰入金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 一般会計繰入金 185,790 △15,843 169,947  1 一般会計繰入 △15,843 一般会計繰入金

金

計 185,790 △15,843 169,947

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

後期高齢者医療事業特別会計
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（款）   5  諸収入

（項）   4  雑入 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 雑入 15 1,449 1,464  1 雑入 1,449 後期高齢者医療事務費負担金返還金

計 15 1,449 1,464

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

後期高齢者医療事業特別会計
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３．歳出
（款）   2    後期高齢者医療広域連合納付金

（項）   1    後期高齢者医療広域連合納付金 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 後期高齢者医 582,421 5,615 588,036 5,615 18 負担金、補助 5,615 後期高齢者医療広域連合納付金

療広域連合納 及び交付金

付金

計 582,421 5,615 588,036 5,615

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の
額

補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源

後期高齢者医療事業特別会計
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（款）   4    予備費

（項）   1    予備費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 予備費 3,026 △1,026 2,000 △1,026

計 3,026 △1,026 2,000 △1,026

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の
額

補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源

後期高齢者医療事業特別会計
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